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日本教育行政学会第57回大会＠日本大学文理学部 2022.10.15
自由研究発表４ 11:05-11:30

高等教育における経済的負担軽減及び
学修支援に係る法・制度・行財政の日韓比較研究(2)

鍵用語：少子化・人口減少、子育て・教育の負担(感)増、漸進的無償化公約10年(日本)、

国家奨学金10年(韓国)、科研費寄稿論考、日韓/韓日対話企画

渡部 昭男

（大阪成蹊大学特別招聘教授／元神戸大学）
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はじめに：課題と方法

• 科研費：JSPS基盤研究(C)「高等教育における経済的負担軽減及び修学支援に係る法・制

度・行財政の日韓比較研究」（19K02864：2019-21［22延長］）による

• 課題と方法：高等教育費負担を巡り、日韓はともに家族負担主義、高授業料・低補助の国に

分類されてきたが、転換しつつある。両国は、共通した国際人権法（Ａ規約13条：教育への

権利、漸進的無償化義務）、類似した憲法（能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利）等を

法規範として有する。独自開発した「漸進的無償化プログラム（高等教育版）2017」の枠組

みを用いて、経済的負担軽減及び修学支援に係る制度・行財政（国家政策・地方施策）を把

握し、その意思決定過程を比較分析する。その上で、日韓の政策転換の特徴（共通性・相違

点）を明らかにするとともに、法規範を政策転換（法規範⇒意思決定⇒制度・行財政）の源泉

とみる「問い」を検証する。

• 第１報：日本教育行政学会第55回大会2020発表 高等教育における経済的負担軽減及び

学修支援に係る法・制度・行財政の日韓比較研究(1)

神戸大学リポジトリ https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/90007500/90007500.pdf
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第１報のまとめ：「漸進的無償化プログラム（高等教育版）」2017
の枠組みを用いた日韓動向一覧2020
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区分 小区分　／　レベル 国 広域自治団体 基礎自治団体 大学法人・学校法人 民間

Ａ２：学費減免制の拡充

日：大学等修学支援法・低所得層（2020-）
　　　B1を含む2020国地方予算総額5,274億円51万人
　　＊コロナ家計急変学生への対応拡大（2020）
　　＊コロナ対応減免を独自に行う法人等助成（2020）

日：東大・年収400万円以下家庭への授業料免除（2008-）
　　 一部法人・優秀学生への学費減免
　　 一部法人・コロナ困窮学生特別減免（2020）

韓：低所得層（2012-）
　　　⇒中間層へ拡大＆金額等拡充
           2019予算約3,600億円94万人

日：先行実施（2017､約15億円2800人）
　　 大学等修学支援法・低所得層（2020-）

日：一部法人・優秀学生への給付型奨学金 日：民間による給付型奨学金

Ｂ２：無利子学生ローンの改善 日：所得連動返還型奨学金（2017-）

Ｂ３：有利子学生ローンの縮減 韓：所得連動返還型奨学金（2010-）利下げ

Ｂ４：学内勤労奨学金等の拡充 日：一部法人・学内勤労奨学金など（SA・TA・RA）

Ｃ１：学習費の支援 日：コロナ困窮学生支援緊急給付金（2020） 日：一部法人・コロナ困窮学生独自支援（2020）

Ｃ２：学生生活費の支援 韓：大学寮の増設・収容人数の拡充 日：一部法人・まかない支援､家賃補助､交通費補助 日：コロナ困窮学生食糧支援

Ｄ１：就労支援 日：地方創生奨学金返還支援制度（2016-） 日：一部法人・インターンシップ補助､資格取得支援

Ａ
学　費

韓：ソウル特別市・市立大学費半額化（2012-）
韓：入学金廃止
（国公立2018、私立-2022）

Ａ１：学費自体の軽減化

Ｂ
奨学金 ・
学生ロー

ン等

Ｂ１：給付型奨学金の拡充

韓：江原道・道給付型奨学金（2012-）

Ｄ
就労支援
生活保障

Ｄ２：生活保障
日：生活保護世帯子弟への進学支援
　　　世帯分離の後も住宅扶助継続（2018-）
　　　進学準備給付金（2018-）

韓：ソウル特別市・若者手当（2016-）

漸進的無償化プログラム（高等教育版）の枠組みを用いた日韓動向一覧　　　　（渡部昭男2020）

Ｃ
修学支援

日：大阪府/市立大・一部無償化（2020-）

日：同左制度の活用（2016-）
　　　　2019：32府県・355市町村
　　 地元インターンシップ・IJUターン・起業補助
　　 コロナ困窮学生アルバイト雇用（2020）

日：育英会等による奨学金
　　 特定職種への学資金制度・返還免除

日韓：自治体による利子補填事業

日：育英会等による給付型奨学金

日：公立大学入学金の域内者への安価設定
　　 私立の公立移管による学費抑制など

日：海外派遣・留学費支援など

日：育英会等による学生寮・県人寮

日：民間による学資金制度日：一部法人・学資金制度



１．日韓における高等教育の経済的負担軽減の10年のあゆみ
－漸進的無償化の国際公約10年(日本)、半額登録金・国家奨学金10年(韓国)－

OECD : Education at a Glance2021 fig.C5.3

縦軸：国公立教育機関が学士課程の自国学

生に課す平均年間授業料（購買力平均による

米ドル換算額）

横軸：直接的な公的財政補助を受ける高等教

育の自国学生の割合

日本：10～15％（国会会議録にみる2020-21

大学等修学支援事業の援助率）

韓国：ヨン・ドクウォン2020韓国の大学の登録

金負担の緩和政策（科研寄稿2020）

国家奨学金の援助率2019春学期で約40％

神戸大学リポジトリ

https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/81012445/81012445.pdf

本図は2022.7.3の日韓/韓日対話企画第1回

における渡部の基調提案で報告した後に、リ

メイク版を雑誌「経済」325号（2022.9.8発売）

p.35に掲載している
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２．日韓/韓日対話企画の実施：その概要及び成果
• ２－１）科研費による韓国側寄稿11篇（2020）
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つづき
• ２－２）科研費による日本側等寄稿12篇（2021-22）6
No 氏名Name 肩書き タイトルTitle 日本語Japanese／韓国語Korean

戸塚　悦朗 「漸進的無償化」留保撤回10年を迎えるにあたって：国際人権法の立場から https://hdl.handle.net/20.500.14094/81012876
TOTSUKA Esturo <점진적 무상화> 유보 철회 10년을 맞이하여 : 국제인권법의 관점에서 https://hdl.handle.net/20.500.14094/81013004

尹　　敬勲 韓国の大学主導の無償化戦略と大学経営 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008566
YOON Kaeunghun 한국의 대학 주도의 무상화 전략과 대학 경영 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008567

尾﨑　公子 韓国における地域間教育格差の是正策 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008815
OZAKI Kimiko 한국에서의 지역 간 교육격차의 시정책 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008856

光本　滋 日本における2020 年の学費減額運動の検討 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008816
MITSUMOTO Shigeru 일본의 2020 년 학비 감액 운동 검토 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009015

阪本　崇 所得連動型教育ローンの検討：修学支援制度における普遍主義の実現へ https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008902
SAKAMOTO Takashi 소득연계 학자금 대출제도 검토 : 수학 지원 제도의 보편주의 실현으로 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009185

丹羽　徹 高等教育無償化と日本国憲法 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008889
NIWA Toru 고등교육무상화와 일본국헌법 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009093

石井　拓児
高等教育授業料をめぐる国際的動向と高等教育財政研究の理論的課題：アメリカの
授業料無償化政策の現段階と公私混合負担の日本的特質をめぐって

https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008951

ISHII Takuji
고등교육 수업료를 둘러싼 국제적 동향과 고등교육재정 연구의 이론적 과제 : 미국의
수업료 무상화 정책의 현 단계와 공∙사 혼합 부담인 일본적 특질에 관하여

https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009305

尹　太佑
韓国における高等教育財政の安定的確保に関する論議：高等教育財政交付金法案を
巡る国会審議から

https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008949

YOON Taewoo 한국 고등교육재정의 안정적 확보에 관한 논의 : 고등교육재정교부금법안에 대한 국회
논의를 중심으로

https://hdl.handle.net/20.500.14094/90008950

鳥山まどか 日本学生支援機構奨学金の現状と課題：高等教育費無償化の観点から https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009089
TORIYAMA Madoka 　準備中

重本　直利
国際人権規約（A規約）批准と高等教育の漸進的無償化
―その経緯および取り組みと今後の課題―

https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009184

SHIGEMOTO Naotoshi 　準備中
細川　孝 「教育から労働への移行」を念頭においた授業の実践 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009183

HOSOKAWA Takashi 　準備中
水岡　俊一 中等・高等教育の漸進的無償化への道 https://hdl.handle.net/20.500.14094/90009286

MIZUOKA Shunichi 중등∙고등교육의 점진적 무상화로의 길 https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100476305
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弁護士、龍谷大学元教授
（国際人権法）

流通経済大学教授
（高等教育、比較教育）

兵庫県立大学教授
（教育行政学、教育政策）

北海道大学准教授
（高等継続教育）
京都橘大学教授

（経済学）
龍谷大学教授
（憲法学）

名古屋大学教授
（教育行財政、教育法）

北海道大学院生
（高等継続教育）

北海道大学准教授
（教育福祉論）

龍谷大学元教授
（経営学）

龍谷大学教授
（経営学）

参議院議員
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３．第１回：韓国における教育機会平等保障の主張と運動
韓国教育学会キム ソンヨル前会長の論考をもとにした対話
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キム・ソンヨル報告：1980年代の韓国での差別的教育解消主張の
再吟味－教育機会の平等の観点から－

３－１）第１章「無償義務教育の拡大実施と教育機会の不平等の縮小」

• 大韓民国憲法（1972改正）「すべての国民は初等学校教育と法律に定める教育を受ける義務

がある」という規定を受けて、無償義務教育が拡大していく

• 初等義務教育：島嶼へき地地域（1972）→ソウル等の６大都市を除く全地域（1979）→６大都

市地域（1997）の順に初等教育段階の義務教育を完成

• 中学校段階の無償義務教育：島嶼へき地地域（1985）→市地域（2004）

• 幼児教育・保育の無償化：農漁村地域の低所得家庭の満5歳児に対する幼児教育・保育の無

償制（1999）→すべての満５歳児への無償拡大及び低所得家庭の満３～４歳児に対する無償

制（2002）→０～２歳児保育の無償制（2012）＋ヌリ課程（３～５歳児の共通教育課程） 施行に

よる満５歳児の幼児教育・保育の支援開始（2012）→満３〜４歳児に拡大（2013）

• 高等学校教育の無償化：2019年に高３から始めて2021年に全面施行（授業料・教科書）

キム・ソンヨル2022：神戸大学リポジトリ https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/90009453/90009453.pdf
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つづき
⇒韓国政府が推進してきた幼児教育から高校段階までの教育を無償化する多様な政策には、

①憲法の精神の具現化と教育機会の平等に対する認識、及び②韓国社会における教育民主化運

動を主導した勢力による無償義務教育拡大政策の主張が背景にあり、

③経済成長により増大した政府の財政力が無償教育政策を推進することを可能にした、と分析

～～～

３－２）第２章「低所得階層に対する学費補助と公正な教育機会の保障」

• 1980年代の教育運動勢力が提起した低所得層の子どもに対する学費補助政策の主張が、政府

によって1980年代に着手され、2000年代に入ってから本格的に推進された

• 国と地方自治体における学費補助：①国民基礎生活保障法による個別対応型教育給付事業、②

ひとり親家族支援法によるひとり親家族の子どもの学費支援事業、③地方教育財政交付金特別

交付金、④市・道教育費特別会計財源により支援する特性化高校奨学金支援事業、⑤農漁業民

子女学資金支援事業、⑥公務員手当などに関する規定により支援している公務員子女学費補助

手当など

• こうした支援制度は、不利な階層に教育費負担を軽くすることで彼らに平等な教育機会を提供し、

貧困の連鎖を防ぐ目的と機能があると考察
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つづき
３－３）第３章「都市と農村間の教育条件の差異を考慮した財政配分方式の導入と地域間・学校間

における教育の公平性の向上」

• 教育福祉投資優先地域事業：社会的困難層が密集する学校を対象に、教育を受ける機会にお

いて不利益を被っている子ども・青少年に教育機会を実質的に保障するために、家庭－学校－

地域社会が共に行う教育、文化、福祉統合支援網を構築する事業～盧武鉉政権（ノ・ムヒョン／

2003.2-2008.2）によって導入

• 朴槿恵政権（パク・クネ／2013.2-2017.5）～教育福祉優先支援事業に変更：社会的困難層が密

集する学校を単位とした

⇒児童生徒に学校教育へのアクセス機会を平等に提供することを越えて

同等の教育条件で勉強し、社会的困難層の児童生徒に表われやすい低水準の学習到達度を向

上させることで、教育における結果の平等を実現しようとする積極的な意図から出発した、と考察
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つづき
３－４）結論

• 1980年代の教育民主化運動を主導した勢力が提起してきた差別的教育解消の主張は、教育機

会平等を実現するためのものであった

• 差別的教育解消の主張は、韓国人が持っている教育機会の平等に対する認識と思考を反映し

代弁したもの

• 韓国政府は、教育機会の不平等を解消しようとする政策を粘り強く推進した。そのことは、大韓

民国憲法の幸福追求権、人間らしい生活を営む権利、教育平等権、無償義務教育の原則、教

育基本法など、関連法令の教育機会均等の原理を実現することである、としている。

～～～

３ー５）尾﨑公子報告：韓国における地域間教育格差の是正策

• キム報告に対して尾﨑氏は、自身の科研費研究の成果も踏まえて、農村教育振興に係る①教

育福祉(政策原理)、②地方分権改革と学校自律化政策(制度)、③教師の実践力(教育運動)とい

う３つの歯車の連動構造を読み解く形で応答

尾﨑公子2022 神戸大学リポジトリ https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/90009455/90009455.pdf
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つづき：
⇒日韓/韓日の対話による深め
学習成果に与える家庭環境の問題が大きい：韓国では、「機会の平等」と「結果の平等」
を繋ぐ「過程（プロセス）の平等」という新概念を導入し、豊かで充実した体験等の学習の
過程を平等に保障しようとしている。実質的な平等は学校と地域と家庭の有機的連携の
もとに実現されるが、特に家庭は文化的・経済的・社会的資本の影響を受ける。脆弱な
環境や抱える困難により手篤く支援するために、「教育福祉」の思想に立って学校や先
生たちが地域や家庭でケアの役割を果たしている

高等教育分析への示唆

• キム報告：2010年代の教育運動勢力による登録金半額主張と政府の国家奨学金制度の導入
は、教育への接近機会を平等かつ実質的に保障し、教育条件など教育過程における不公正を
解消し、教育結果の格差を縮小しようとする多様な政策の論理と一脈相通ずるものである、と
指摘

⇒スライド４の図：韓国が「高授業料・低補助」から脱しつつある経緯／「半
額登録金・国家奨学金10年(韓国)」を この視点から分析解明し、比較考
察する必要性あり
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４．第２回：高等教育無償化に係る法制と諸方策
韓国教育行政学会前／大韓教育法学会元 コ ジョン会長の論考をもとにした対話
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コ・ジョン報告：韓国の高等教育の漸進的無償化
関連法制整備及び特徴（Ⅱ）

４－１）第１章「概観：韓国の無償教育」

• 法的には高等教育は選択教育＆有償教育となっているが、幼児教育から高等学校までの無償教

育促進（キム・ソンヨル報告参照）に対する保護者の体感度は低く（塾代等の私教育費負担過重）、

韓国人の教育熱・進学熱から推して最終目標は大学無償教育になる、としている

• 地方大学危機論を受けて、①国立大学の無償化運動（釜山大学教授会の提起による「100万電子

署名運動」2019.3、全国国公立大学教授会連合会による国立大学の無償化運動支持）、②地方大

学及び地域均衡人材育成に関する法律（2014.1.28制定、2014.7.29施行）の改正案提出（2020.8.

18）などの動きあり

• コロナ禍における対応として、①困窮学生に対する学資金支援対策発表（2020.4.26）、②貸与金

利の追加引き下げ（１学期▲0.2ポイント、２学期▲0.15ポイント）がなされた

• 学生たちは非対面授業に係る学費返還運動を展開したが、教育部は対応を大学の判断に委ねた

（一部大学が奨学金名目で30万ウォン［１円≒10ウォン］前後を支給）。一方で、高等教育法を改

正（2020.10.20／2021.4.21施行）し、③災害時は学費の減額・免除が可能でありその規模は学費

審議委員会で論議する（同第４・７項新設）など、の対応を行った

コ・ジョン2022：神戸大学リポジトリ https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/90009634/90009634.pdf
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つづき
４－２）第２章「韓国の高等教育財政支援に関する法的根拠と限界」

• 関連規定：①教育基本法（第７条第１項：教育財政確保、第25条：私立学校の育成）、②私立

学校法（第43条第１項：私立学校支援）、③高等教育法（第７条第１項：必要な財源支援・補助、

第７条第３項：10ヵ年基本計画及び各年支援計画、同第４条：関連資料の提出要請、同第８

条：実験実習費等の支給）にあるものの、義務条項でなく任意条項であって法的拘束力が弱

く、予算確保も不十分である

• 登録金半額化運動（2011）を受けて政府は2012年から半額登録金政策を実施し、給付型国

家奨学金の導入と予算の大幅な拡大を行った。このことにより、学費半額免除の受給者は

2018年66万人／2021年68万人となった。また、国公立大学の入学金が2018年に全面廃止

となり、私立大学281校の入学金が減縮された。

• 、高等教育財政支援における学資金支援事業の比重は増した（高等教育予算に占める学資

金支援事業の占める比率は10年前の６％から2018年46.3％へ）ものの、国家奨学金を除け

ばGDPに占める高等教育予算、政府部署の高等教育財政支援事業はすべて減少していると

いう
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つづき
４－３）第３章「最近の高等教育財政と関連した法律論議」

• 財政拡充のための法律論議として高等教育財政交付金法案を紹介し、新しい動きとして私立

大学の財政難を解消するための高等教育財政委員会の発足（2020.4.20）、高等教育法改正

による５年毎の高等教育財政基本計画策定の義務化（2021.9.24）に言及

４－４）第４章「韓国の高等教育負担軽減及び無償法制の課題」

• ①父母依存中心・大学学費中心の高等教育費用から公共負担及び支援への転換が課題で

あること、②大学進学率はマーチン・トロウ（Martin Trow：エリート段階～15％、マス段階15

～50％、ユニバーサル段階50％～）のいう「大衆化」を超えて「普遍化」段階に至っており国

家的な無償教育保障が課題であること、③国家奨学金依存型高等教育費支援政策から安定

的な財政確保のために高等教育財政交付金制定へと向かうことが課題であること、④国家奨

学金政策によって支援は向上したが受給者は43％にとどまっており（2018／申請者は学生

の約70％、所得及び成績などの基準により３分の１が不認定）学資ローンを借りる学生の卒

業後の「青年負債」という副作用解消が課題であること、の４点を指摘
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つづき
⇒日韓/韓日の対話による深め

• 韓国では「教育を受ける権利」か「教育に関する権利」かという教育法学説の展開に関して、

学生の提起が重要な役割を果たしてきた

• 進学率80％になり、高等教育を福祉と見なす考え方も広まっている

• 大学教育の成果として育成された人材を国家・企業・社会が譲り受けているにもかかわらず

学生教育や大学運営に支援をしなくてよいのか、と学生・家族のみを受益者とする受益者負

担論に一石を投ずる発言

～～～

高等教育分析への示唆

⇒主に義務教育を扱ったキム・ソンヨル報告と、高等教育を扱ったコ報告の基本視点の一致

⇒無償教育はレトリック：教育は相応の経費（コスト）が要るものであり、けっして無償などではな

い。教育に必要な経費をいかに公費化していくか＝公費教育の視点が重要（コ教授の持論）
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５．考察①法規範を源泉とした政策転換＆正統化

• 法規範を政策転換（法規範⇒意思決定⇒制度・行財政）の源泉とみる「問い」の検証

• 「法規範⇒意思決定」の「⇒」：運動側の法解釈の深め／運動側の主張の展開があり従来の政策を

変えるという意思決定へと突き動かす

• 韓国の場合は、運動側の主張が国民（民衆）の支持を大きく広げた時に、保守政府（政権）・進歩政

府（政権）を問わず政策転換に向かうように見える（国民（民衆）⇒政府（政権））。

• ただし、それが大衆迎合（ポピュリズム）とならないためには「正統化」が肝要

• 「法規範⇒制度・行財政」の「⇒」：憲法・（条約・）教育基本法の原理原則に即して／照らして「正統

性」が付与される（例：国会審議過程）

• 日本の場合、政権交代により公約の範囲で進展／停滞する場合が少なくない。

民主党政権（2009-12）：2010高校授業料無償化、2012国際人権A規約13条留保撤回

自由民主党政権復帰（2012-）：高校無償化所得制限導入公約→2014所得制限導入

国難突破解散（2017.9）：少子化対策としての幼児教育無償化2019-＆高等教育無償化2020-
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５．考察②高授業料・低補助の国からの転換⇒どこへ
• 日韓はどこに向かっているのか：

第２象限「高授業料・低補助」から ⇒第１象限「高授業料・高補助」？

それとも

⇒第４象限「低授業料・ 高補

助」？？

• 小林雅之2018：高等教育費

負担の国際比較と日本の課題

（日本労働研究雑誌694号）は

「教育費負担の個人主義」へ

向かうと予測している。

＊果たして？？？

19



つづき

• 第１象限「高授業料・高補助」と

第４象限「低授業料・高補助」の

違いは、機関補助の厚さの相違

とも言える。

日本国憲法第89条：公金その他の

公の財産は、宗教上の組織若しく

は団体の使用、便益若しくは維持

のため、又は公の支配に属しない

慈善、教育若しくは博愛の事業に

対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

⇒私学助成の合憲性解釈 ＋ 支援金・バウチャー等の個人補助でこの問題を回避

高校無償化：高校生が受給権者、私立高校実質無償化2020-(590万円未満世帯39.6万円)
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５．考察③少子化・人口減少社会におけるサステイナブル方策

• 令和４年度少子化社会対策白書（第208回国会提出2022）p.6 欧米の動向

フランスやスウェーデンでは、合計特殊出生

率が1.5～1.6台まで低下した後、回復傾向と

なり、2000 年代後半には2.0 前後まで上昇

した。これらの国の家族政策の特徴をみると

･･･経済的支援に加えて両立支援（出産・子育て

と就労）を強める方向で政策が進められた。

・・・しかしながら、フランスやスウェーデンの

合計特殊出生率は2010 年頃から再び低下

傾向にあり、2020年ではそれぞれ1.82、1.66

となっている。
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５．考察③少子化・人口減少社会におけるサステイナブル方策

• 令和４年度少子化社会対策白書（第208回国会提出2022）p.8 アジアの動向

2020年の合計特殊出生率は、日本が

1.33、シンガポールが1.10、台湾が

0.99、香港が0.88、韓国が0.84。
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５．考察③少子化・人口減少社会におけるサステイナブル方策

• 令和４年度少子化社会対策白書（第208回国会提出2022）p.8 アジアの動向の注記２

東アジアでは教育熱が伝統的に高く、大学進学率も高いが、公的資金の教育費投資が少なく、

私的資金による教育費負担が大きくなっていることが、低出生率の一因と考えられる。特に儒教

圏（韓国・台湾）の出生力が極端に低い理由は、若年層の失業率上昇や収入減に加え、急速に

発展・変化する家族外の社会経済システム（教育・職業・政治参加等）と、相対的に変化が緩慢

な家族システム（孝重視イデオロギー、夫婦間の役割分担等）との乖離が大きいためと指摘され

ている（財務省財務総合政策研究所「人口動態と経済・社会の変化に関する研究会」報告書第３

章 鈴木透「東アジアの低出生力」（2021 年６月）を参照）。

👉👉幼児～大学等の大胆かつ体感可能な教育無償化策＝サステイナブル方策の一つ

『平成21年度文部科学白書』（特集「我が国の教育水準と教育費」）によれば、大学卒業までに各

家庭が負担する平均的な教育費は公立の幼稚園から高校まで在学し国立大学に進学した場合

が約1,000万円、それらが全て私立の場合で約2,300万円にのぼる（図表1-1-1大学卒業までにかかる費用）。

⇒細切れ＆低所得層限定の「無償化」は、少子化・人口減少に有効かつインパクトのある方策と

はなっていない
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参考文献：①渡部2019『能力・貧困から必要・幸福追求へ』日本標準、②渡部2020-22
「『教育無償化』論議の経緯と特徴」（国会会議録分析シリーズ）日本教育学会発表／
要旨集、③渡部2022「漸進的無償化公約の10年」『経済』(325)、④渡部(君和田)容子
2022「教育費支援情報に関する自治体の広報のあり方」近畿大学リポジトリ

日韓・韓日対話企画第３回2022.9.17 ＆ 第４回2022.12.16 事前登録https://forms.gle/46GkRkRJ6tjKAUH5A

👈👈動画公開https://studio.youtube.com/video/gbUeiniGze8/edit
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